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飲酒運転の根絶に向けて 

 

令和５年１１月２９日、淡路島において会員事業者のドライバーが飲酒運転により兵庫

県警に検挙されるという事案が発生しました。 

ご承知のとおり、事業用自動車による飲酒運転は、ドライバーに対する厳しい罰則だけ

でなく、事業者も厳しい行政処分を受けることとなり、社会的信用が失墜し、経営にも大

きな影響を及ぼすこととなります。 

昨今、社会的に必要不可欠な事業として認められている運送業界ですが、ほんの一握り

の心無い事業用トラックドライバーが引き起こす飲酒運転により、「運送業界全体の体質的

な問題」ととらえられることとなり、こうした状況が引き続き発生するような事態となれ

ば、運送業界の社会的信頼性は著しく失墜してしまいます。 

つきましては、飲酒運転という反社会的行為の根絶を図るために、下記内容について再

確認・再徹底いただくとともに、社内で飲酒運転追放を呼びかけ、役員を含む全社員が「飲

酒運転ゼロ宣言」への署名を実施いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．乗務前後の対面点呼時はもとより、対面でなく電話その他の方法で行う点呼の場合に

おいても、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が確実に行える点呼実施体

制が確立できているか再確認し、運行中（会社を出て会社に帰ってくるまで）は飲酒を

絶対行なわないなど、必要に応じた社内ルールの見直しを行う。 

 

２．交通安全運動等の機会をとらえ、事業用トラックが関係した飲酒運転事故事例を周知

するなどして、運転者に対する飲酒運転根絶意識の徹底を図る。 

 

３．飲酒運転による交通事故を一掃していくために、職場や地域において、互いに飲酒運

転追放を呼びかけ、「飲酒運転ゼロ」を徹底することを宣言する。 

  ※別紙宣言書に役員を含む全社員が署名することにより飲酒運転根絶を図る。。 

 

【添付書類】 

◆飲酒運転が事業者に及ぼす影響 

◆飲酒運転がドライバーに及ぼす影響 

◆飲酒運転ゼロ宣言 



★上記行政処分に加えて、事業者の指導監督義務違反や下命・容認等があった
　場合は、下記の行政処分が行われます。

事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反
の場合

飲酒運転を伴う重大事故を引き起こし、
かつ事業者が飲酒運転に係る指導監督義
務違反の場合

事業者が飲酒運転を下命・容認した場合

　飲酒運転（酒酔い運転、酒気帯び運転）は、きわ

めて悪質で危険な犯罪行為です。万一、ドライバー

が飲酒運転をし、それを会社が容認していた場合や

飲酒運転による事故を起こした場合、飲酒運転防止

への指導監督が不十分であった場合などは、事業停

止や自動車使用禁止等の厳しい処分を受けることに

なり、社会的な信用も失墜して、経営に重大な影響

を及ぼします。



諭

交通事故処理規程

この規程は、

　飲酒運転をしたドライバーに対する罰則は、懲役などの厳しいものとなっており、その結果、
解雇や失業、更には生活崩壊や家庭崩壊を招くケースも決して珍しくありません。



令和


